
・第三段階のまん延期以降は、患者数が大幅   

に増大することが予想されることから、重症者   

は入院、軽症者は在宅療養に振り分ける。その   

際、感染症指定医療機関等以外の医療機関や   

公共施設等に患者を入院一入所させることがで   

きるよう、その活用計画を策定しておく。また、   

在宅療養の支援体制を整備しておく。  

（行動計画17ページ）42   





・訓練、行動計画1業務継続計画等の策定、自衛隊等との連携強化  

（都道府県等）  

・ワクチンの接種体制構築（検討中）  

・医療体制整備（都道府県等）、保健所を中心とした対策会議に参加。  

医療関係者等に対する研修（都道府県等）  

・地方衛生研究所における検査体制整備（都道府県等）  

・適切な診断治療（都道府県等）、積極的疫学調査や接触者への対  

応（都道府県等）、死亡例の対応（都道府県等）  

・緊急的な情報共有システム（都道府県等）  

・社会的弱者の把握と各種対応の具体的手続き  

（都道府県等＝都道府県ならびに保健所を設置する市及び特別区）（行動計画 21ページ～）5   



・積極的疫学調査（都道府県等）  

・濃厚接触者等への予防投薬（都道府県等）  

・外出自粛、活動自粛等の要請（都道府県等）  

・学校、通所施設等へ臨時休業の要請  

・発熱外来を設置（都道府県等）  

・検査・診断・予防投薬（都道府県等）  

・適切な使用と予防投与（都道府県等）  

・相談窓口の設置（都道府県等）   

（都道府県等‥都道府県ならびに保健所を設置する市及び特別区）（行動計画42ページ～）47  

・第二段階を継続（国内での感染拡大防止）   

・病院・高齢者施設等における感染対策強化・濃厚接触者等への予防投  
薬・外出自粛、活動自粛等の要請（都道府県等）   

・通所施設等へ臨時休筆の要請   

・（まん延期）：入院措置の中止（都道府県等）と公共施設の利用検討  

・（回復期）：患者数の減少により、患者が利用していた公共施設の閉鎖   

・まん延期以後、予防投与の対象者縮小（都道府県等）   

・在宅での新型インフルエンザ患者療養者の支援、死亡した患者への対応  
・在宅の障害者や高齢者等への生活支援  
・一時的な遺体安置施設等の確保   

（都道府県等＝都道府県ならびに保健所を設置する市及び特別区）（行動計画 47ページ～）48   



6．まとめ  

個人・家庭一地域にむけての啓発  住民生活の支援  

未発生期  
0情報収集  
○通常の季節性インフルエンザ対策  
0社会・経済活動に影響が出た場合への備え  
○家庭での備蓄   

海外発生期以降  
○情報収集  
0感染拡大の防止・外出自粛  
○本人、家族等が発症した場合の対応  
○医療のかかり方   

未発生期  
○情報収集・提供  
○支援を必要とする世帯の把握   

く高齢者世帯、障害者世帯等）  

○食料品等の提供準備   

海外発生期以降  
○情報収集■提供  
○食料品等の提供  
○相談窓口の設置  

行政機能の維持、感染拡大防止  

海外発生期以降   
0業務継続計画の実行   

○感染症対策における都道府県の支援   

未発生期  
○業務継続計画の策定  
○随員の感染防止対策  
○感染症対策における都道府県との連携  





ワクチン接種順位の検討  

医療従事者や社会機能の維持に関わる者が感染すれば、最低限の国民生活すら維持できなく  
なるおそれ。  

…  

の ため、その社会的使命や職責から新型インフル工ンザの感染リスクを避けられない者に対  こ   

しては、ワクチンを先行的に接種することが必要。具体的には、  
①新型インフルエンザ発生前に事前接種すべき者を決める。  
②発生後にプレパンデミックワクチンを接種する者の範囲と進め方を定める。   
※プレ′くンデミックワクチンは既に一定量が備蓄されていることから、対象者に対し製剤化後  

速やかに接種することが可能である。  

③パンデミックワクチンの接種者についても、順次検討を進める。  
■l ■    ■  

【カテゴリーⅠ】  

■発生時に即時に第一線で対応する業種・職種  
職  
務  

①感染拡大防止・被害の最小化に資する業種・職種     遂 行  

【カテゴリーⅡ】   時  
の  

感   
染 リ  

ス  
ク  
の  

大   
き  

【カテゴリーⅢ】   さ  
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カテゴリー  考え方   業種・職種  

ロ  感染拡大防止  発生時、直ちに感染拡大防止に従事する医療  感染症指定医療機瀾、保健所、救急隊且・消防職員（救急  
業務等に関わる者）、検疫所・入国管理局・税関、在外公 館職員自衛隊・海上保安官・警察職員（新型インフルエン    ・被害の最小  機関や水際対策に関わる者、在外邦人の帰  

化に資する業  国を含む国際輸送に関わる者。   ザ対策に従事する者）、停留施設（宿泊施設）、国際航空、  

種・職種   ※感染リスクが高く、早期に接種する必要。  空港管理、外航海運  

Ⅱ  新型インフル  危機管理を含め、状況の変化に応じた適切な  首相・閣僚等、国・地方自治体の新型インフルエンザ対策  
エンザ対策に  新型インフルエンザ対策を講じるための意思  の意思決定に関わる看等  
関する意思決  
定に摸わる者   
国民の生命・  患者・障害者等のため、医療・介護サービスを  感染症指定病院等以外の医療従事者、福祉・介護従事者  

健康の維持に  確保。   、医薬品・医療機器製造販売  

関わる業種・  ※ 感染拡大につれ、感染症指定医療機関  
職種   以外の医療機関も患者を受け入れるように  

な一乙ト・〟ヽ亭・のそ於主音l士座主塾11ユゎが言い  

国民の安全・  国民の不安の増大や治安の悪化が懸念され  国会班員・地方趨会議長、書零職員、報道機関、通信車業  

安心に関わる  るため、国・自治体の基本的機能に加え、治  、法曹関係者、矯正職員等  
業種・職種  安維持や報道機関の機能を維持。  

Ⅱ  ライフライン維  2か月にも及ぷ流行の波の期間中、国民の最  t気・原子力・ガス・石油、熱供給事業、水道関連事業、郵  
特に関わる業  低限の生活を維持するため、公共サービスを  便、航空、空港、水運、鉄道、道路旅客・貨物運送、退路管 理倉庫運輸附帯サービス食料品・生活必需品の製造  

種・職種   始めとしたライフラインの維持に関わる事業者  ・販売・流通、金融、情報システム、火葬・埋葬、廃棄物処  
等の機能を維持。   理、国家・地方公務員（最低限の生活維持に不可欠な事務  

事業に携わる者）  

※各カテゴリーの人数については、今後の選定の過程で調査を行うものとする  55  



（参考1）プレパンデミックワクチンとパンデミックワクチンの違い  

プレパンデミックワクチン  パンデミックワクチン  

特長  ○新型インフル工ンザ発生前に、鳥インフルエンザ  ○実際に発生した新型インフル工ン  

ウイルス（H5Nl）を用いて製造   ザのウイルスの株を使って製造  

効果  0実際に発生する新型インフル工ンザに対する効果  ○発症予防、重症化防止の効果が  

は、未知。安全性の確認も必要   期待  
※20年度、安全性・有効性について臨床研究を実施  

（留意事項）接種の効果が生じるまで、3～5週間  

製造  ○鶏卵を使用して製造   ○鶏卵を使用して製造  
備蓄  ○現在、ウイルスの変異に備え、複数の株で2．000  ○発生後に製造開始。国民全点  

万人分備蓄   分のワクチンを製造するのに1年  

（18年度）1000万人分（ベトナム株インドネシア株）  半程度かかる  

（19年度）1000万人分（中国・安徽株）   ※細胞培養技術等により、半年以  
「フ∩生l章11nnn下人分「由l宝ト音言伝よ生）倍量苓青   進  

接種  ○医療従事者、社会機能維持に関わる者に接種   0全ての国民（希望者）に接種  

対象  ○■新型インフルエンザ発生前に接種することを検討  ○誰から接種するのか、順次検討を  

※臨床研究の結果を踏まえ、将来的には、希望する  進める  

全ての老に対l，＿塞前接挿をすることも椿討  

57  

（参考2）ワクチン接種の進め方に関する国会等での指摘  

・（衆）厚生労働委員会 感染症法等改正案附帯決議（平成20年4月23日）  
ニプレパンデミックワクチンについては、その有効性や安全性を研究するとともに医鹿関係者等優先度鍾対   

象者への優先順位や掩腰体制卿また、これらの者   
以外であって接種を希望する者に対する接種について、ワクチンの安全性や接種体制の確保等を踏まえ、検討   
を行うこと。プレ／くンデミックワクチンの備蓄については、必要な呈の確保に努めること。なお、副作用被害につ  
いては、医薬品副作用被害救済制度の活用を周知すること。   

・（参）厚生労働委員会 感染症法等改正案附帯決議（平成20年4月24日）   
二、プレパンデミックワクチンについては、その有効性や安全性を研究するとともに足癖関係者等優先持種対象   
畳卿また、これらの者以   
外であって接種を希望するすべての者に対する接種について、ワクチンの安全性や接種体制の確保等を踏まえ   
、検討を行うこと。プレ／くンデミックワクチンの備蓄について、財政措置を含め必要な量の確保に努めること。な   
お、副作用被害については、医薬品副作用被害救済制度の活用を周知すること。  

■ 毒若妻絹駅 
lプロジェクトチ‾ム「鳥由来新型インフル工ン  

／くンデミックワクチン接種対象者及び接種順位等   

∴九′パンデミックワクチンの接種対象者（医療従事者及び社会機能但維矧こ関わ   

る与し捜漣五泉呈する壱等ユや蛙性腺位及止捜捜方法に⊇上さ三⊥應鮎、公平性等に配慮王ゑとょもに」塁民鯉   
がら、速やかに検討し、即拙また、ワクチンに関する流通・接種体制の整備を行  

う。   
○全国民が接種の対象となるパンデミックワクチンの穐珪順位については」邑直鯉事者や社会毯亀弧盟   
卿と想定  
される若年畳を優先して接種することを基本として検討する。  58   




